
作成責任者名

政策体系上の
位置付け

令和3年8月

1 4.2% 平成25年 - - - 4.0% - 早期に解消 令和2年

2
①42％
②37％

平成25年 - - -
①42%
②39%

-
①47％
②45％

令和2年

3 84.2% 平成28年度 - 84.2% 88.6% 86.4% 88.6%

平成28～
令和7年
度の期間
内に建替
え等が行
われる団
地のおお
むね９割

-

4 2.1% 平成26年 2.2% 2.4% 2.4% 2.5% 集計中 3.1% 令和2年

5 77% 平成26年度 78% 77% 78% 77% 75% 84% 令和2年度

6 0団地 平成27年度 0団地 6団地 22団地 49団地 84団地

100団地
程度
※令和7
年度まで
に150団地
程度

令和2年度

7 0割 平成26年度 0.3割 2.1割 4.5割 6.0割 -
おおむね
8割

令和7年度

8 318万戸 平成25年 - - - 349万戸 -
400万戸
程度にお
さえる

令和7年

11,849 15,317 11,844 11,524

(11,125) (13,822) (11,541)

平成17年度以前に国及び地方公共団体からの支援を前提に公共団体の認定を受けて供給された施策住宅等に対する支援を維
持するために必要な家賃低減等を実施するとともに、公営住宅整備事業をはじめとする住宅建設事業の効率的かつ効果的な推
進のための調査を実施。

1,2
家賃の低減に係る補助実施戸数

最低居住面積水準未満世帯の早期解消を目指す。

R2年度
行政事業レビュー
事業番号

29年度
（百万円）

30年度
（百万円）

元年度
（百万円）

(1)
公的賃貸住宅の管理等
（平成18年度）

0001

空家等対策計画を策定した市区町村数の全市区町
村数に対する割合
【ＡＰ改革項目関連：社会資本整備分野】
【ＡＰのＫＰＩ】

空き家対策の展開を促進する指標として、「住生活基本計画（全国計画）」（平成28年3月18日閣議決定）で設定している目標値（おおむ
ね8割（令和7年））を設定。
【ＡＰのＫＰＩは、施策の達成状況を表すものになっており、APのKPIと同じ指標を測定指標として設定】

賃貸・売却用等以外の「その他空き家」数
【ＡＰ改革項目関連：社会資本整備分野】
【ＡＰのＫＰＩ】

「住生活基本計画（全国計画）」（平成28年3月18日閣議決定）で設定している目標値（400万戸程度に抑える（令和7年））から設定。
【ＡＰのＫＰＩは、施策の達成状況を表すものになっており、APのKPIと同じ指標を測定指標として設定】

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額） R2年度
当初
予算額
（百万円）

達成手段の概要
関連する
業績指標
番号

達成手段の目標（R2年度）
（上段：アウトプット、下段：アウトカム）

高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合
高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合を示す指標として、住生活基本計画（平成28年３月18日閣議決定）で設定している目標値
（4％（R7））を基に、初期値とR7の目標値との差を按分し、R2年の数値を形式的に設定したもの。

高齢者生活支援施設を併設するサービス付き高齢者
向け住宅の割合

高齢者生活支援施設を併設するサービス付き高齢者向け住宅の割合を示す指標として、住生活基本計画（平成28年３月18日閣議決
定）で設定している目標値（90％（R7））を基に、初期値とR7の目標値との差を按分し、R2年の数値を形式的に設定したもの。

都市再生機構団地（大都市圏のおおむね1,000戸以
上の団地約200団地が対象）の地域の医療福祉拠点
化

団塊世代が後期高齢者となる令和7年度までに在宅医療・介護が受けられる環境を形成することが重要であり、特に大都市圏の急速
な高齢化に対しては、既存のＵＲ団地の再編等に合わせて、医療・福祉施設の誘致、居住環境の整備を図ることが有効であり、その進
捗状況を示す指標として設定。
大都市圏のUR団地（おおむね1,000戸以上の約200団地）を対象に医療福祉拠点化に取り組むこととしているが、中期目標期間（平成
26～30年）の５年間でその半分である100団地程度で取り組みに着手し、令和2年度までに100団地程度、令和7年度までに150団地程
度の拠点を形成することとする。

最低居住面積水準未満率
健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な水準として、「住生活基本計画（全国計画）」（平成28年3月18日閣議決定）に基
づき、最低居住面積水準未満世帯の早期解消を目指す。

子育て世帯における誘導居住面積水準達成率（①全
国、②大都市圏）

世帯全体では約半数が誘導居住面積水準を達成していることを踏まえ、引き続き子育て世帯についても半数が誘導居住面積水準を
達成することを目指し、「住生活基本計画（全国計画）」（平成28年3月18日閣議決定）で設定している目標値（全国：50%（令和7年）、大
都市圏：50%（令和7年））に基づき、現況値と令和7年度末までの目標値との差を按分し、令和2年度末までの数値を形式的に設定した
もの。

建替え等が行われる公的賃貸住宅団地（100戸以上）
における、高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯の
支援に資する施設の併設率

建替え等が行われる公的賃貸住宅団地（100戸以上）における、高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯の支援に資する施設の併設率
を示す指標として、住生活基本計画（平成28年３月18日閣議決定）で設定している目標値（平成28～令和7の期間内に建替え等が行わ
れる団地のおおむね９割）を設定したもの。

業績指標の選定理由、目標値（水準・目標年度）の設定の根拠等目標値
設定年度

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 目標年度

施策目標の概要及び達成すべき目標
高齢者、子どもを育成する家庭等を含む全ての世帯において、居住の安定が確保されるとともに、暮らしやすい居住
環境・良質な住宅ストックの形成を図る。

施策目標の
評価結果

１　少子・高齢化等に対応した住生活
の安定の確保及び向上の促進

政策評価実施
予定時期

業績指標 初期値

実績値

評価結果 目標値

令和２年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

（国土交通省２－①）

施策目標 １　居住の安定確保と暮らしやすい居住環境・良質な住宅ストックの形成を図る 担当部局名 住宅局 住宅政策課長　三浦　逸広



2,960 12,925 24,675 1,800

(1,597) (11,213) (22,979)

25,310 25,132 26,954 28,704

(25,310) (25,132) (26,954)

7,732 6,519 4,773 4,402

(7,732) (6,519) (4,773)

- - - 1,050

- - -

48,301 60,632 69,056 47,480

(46,161) (57,336) (66,975)

備考

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施策方針演説等のうち主なもの）

令和2年度までに住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸
住宅の登録戸数を17.5万戸とする。
令和2年度までに居住支援協議会に参画する市区町村及び
自ら設立する市区町村の合計が全体に占める割合を80％に
引き上げる。
公営住宅分野において、平成28から平成30年の期間内に、6
件のコンセッション事業、収益型事業又は公的不動産利活用
事業の具体化する。
最低居住面積水準未満世帯の早期解消を目指す。

(4)
都市再生機構（賃貸住宅事業）
（平成22年度）

0004
機構が、既存機構賃貸住宅のバリアフリー化や住棟の耐震化等の事業を実施することで、機構賃貸住宅ストックの有効活用、市
場の需要に適合した住宅の提供及びストック再生・再編事業の円滑化を図るとともに、ストック再生・再編により生み出される整備
敷地等を活用した医療・介護・子育て施設等の誘致と合わせて地域医療福祉拠点化を推進する。

6

福祉連携型公的賃貸住宅改修事業を実施している団地数

地方公共団体による早期の災害公営住宅整備を支援する

(3)
住宅金融支援機構
（平成19年度）

0003

民間金融機関による長期固定金利の住宅ローンの供給を支援する証券化支援事業を通じて、省エネルギー性等に優れた住宅
の供給促進及び地方公共団体と連携して、子育て環境の整備促進等を行う。
・証券化支援事業について、フラット３５S（省エネ等）の当初５年間（長期優良住宅等特に性能が優れた住宅は当初10年間）0.25%
の金利引下げ、平成29年４月より、フラット３５子育て支援型（子育て支援に積極的な地方公共団体と住宅金融支援機構が連携
し、地方公共団体による財政支援とあわせたフラット３５の金利引下げ）当初５年間0.25％の金利引下げ及びフラット３５の９割超
融資の0.255%の金利引下げ(平成24年度以前申込分)。

1

(2) 公営住宅整備等事業（平成26
年度）

0002

既存の公営住宅等について、大規模な改修と併せて、地域の住民も利用可能な子育て支援施設や高齢者福祉施設等の生活支
援施設の導入を図る取組に対する支援及び、公営住宅法に基づき災害において滅失した住居に居住していた低額所得者に賃貸
するために公営住宅を建設等する場合の工事費の補助を実施。
なお、公的賃貸住宅のストックを長寿命化するための先導的取組に対する支援については、平成２９年度で新規の事業採択を終
了している。

1

(5)

共生社会実現に向けた住宅
セーフティネット機能強化・推進
事業
（令和2年度）

新02-0001

以下の事業に対し、定額補助を行う。
・住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、居住支援協議会・居住支援法人等による住宅確保要
配慮者の入居円滑化の取組み等を支援する事業
・公営住宅に係るPPP/PFI事業の普及を図るため、PPP／PFIに関するノウハウのあるコンサル等の実務者への助成を通じて、基
本構想策定段階における必要な支援を実施する事業
・改正入管法施行による外国人受入れ拡大等に対応し、民間賃貸住宅を活用した住宅確保要配慮者の受入れ等に係る課題解
決に向けた実態調査や全国研修会等を行う事業
・セーフティネット住宅の計画的な維持管理による安定的な住宅セーフティネットの確保に向け、セーフティネット住宅における建
物診断・長期修繕計画の策定とこれに基づく計画修繕の実施等を推進する事業

2,4

居住支援協議会の活動支援を実施した居住支援協議会数
公営住宅におけるPPP/PFI推進円滑化に係る支援を実施し
た地方公共団体数
民間賃貸住宅を活用した住宅確保要配慮者の受入れ等に係
る全国研修会等の実施件数
セーフティネット住宅等における計画修繕の実施を推進する
ための講習会の開催件数



作成責任者名

政策体系上の
位置付け

令和3年8月

9 4兆円 平成25年 - - - 4.5兆円 - 8兆円 令和7年

10 5% 平成26年度 - - - 12% - 20% 令和7年度

11 46% 平成25年度 - - - 53.6% - 60% 令和2年度

12 11.5% 平成26年度 11.4% 11.2% 11.3% 11.5% 12.1% 16% 令和2年度

13 7兆円 平成25年 - - - 7兆円 - 12兆円 令和7年

14 約250件 平成26年度 263件 283件 305件 325件 350件 388件 令和2年度

25,310 25,132 26,954 28,704

(25,310) (25,132) (26,954)

80 69 64 95

(66) 60 (64)

30 30 30 30

(28) (28) (30)

128 126 123 147

(124) (122) (119)

令和２年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

（国土交通省２－②）

施策目標 ２　住宅の取得・賃貸・管理・修繕が円滑に行われる住宅市場を整備する 担当部局名 住宅局 住宅政策課長　三浦　逸広

施策目標の概要及び達成すべき目標
住宅ストックの質の向上を図る取組や、市場における適正な取引の実現に資する施策等を通じ、適切に維持管理
された住宅ストックが円滑に流通する市場環境を整備する。これにより、良質な住宅ストックが将来世代へ承継さ
れるとともに、国民が求める住宅を無理のない負担で安心して選択できる市場の実現を目指す。

施策目標の
評価結果

１　少子・高齢化等に対応した住生活の安定
の確保及び向上の促進

政策評価実施
予定時期

業績指標 初期値

実績値

評価結果 目標値 業績指標の選定理由、目標値（水準・目標年度）の設定の根拠等目標値
設定年度

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 目標年度

マンションの改修・建替え等による再生を促進する施策の効果を測定するための指標として、住生活基本計画（H28.3.18閣議決定）で設定し
ている目標値（約500件（R7)）をもとに現況値と令和7年度末までの目標値との差を按分し、令和2年度末までの数値を形式的に設定。

既存住宅流通の市場規模
【ＡＰ改革項目関連：社会資本整備分野】
【ＡＰのＫＰＩ】

「住生活基本計画（全国計画）」（平成28年3月18日閣議決定）で設定している目標値（8兆円（令和7年））から設定。
【ＡＰのＫＰＩは、施策の達成状況を表すものになっており、APのKPIと同じ指標を測定指標として設定】

既存住宅流通量に占める既存住宅売買瑕疵保険に
加入した住宅の割合
【ＡＰ改革項目関連：社会資本整備分野】
【ＡＰのＫＰＩ】

「住生活基本計画（全国計画）」（平成28年3月18日閣議決定）で設定している既存住宅流通量に占める既存住宅売買瑕疵保険に加入した
住宅の割合（20％（令和7年））から設定。
【新経済・財政再生計画 改革工程表のKPIは、施策の達成状況を表すものになっており、同ＫＰＩと同じ指標を測定指標として設定】

25年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を
設定している管理組合の割合

分譲マンションは、共用部分を共同で管理することから、適正な維持管理には、長期間にわたる修繕計画とそれに基づく修繕費用の積立を
行うことが必要であり、合理的で適正な管理等を示す指標として、住生活基本計画（H28年３月18日閣議決定）で設定している目標値（70％
（Ｒ7)）をもとに現況値と令和7年度末までの目標値との差を按分し、令和2年度末までの数値を形式的に設定。

達成手段の目標（R2年度）
（上段：アウトプット、下段：アウトカム）

R2年度
行政事業レビュー

事業番号

29年度
（百万円）

30年度
（百万円）

元年度
（百万円）

新築住宅における認定長期優良住宅の割合
「住生活基本計画（全国計画）」（平成28年3月18日閣議決定）で設定している新築住宅における認定長期優良住宅の割合の目標値（20％
（令和7年））を基に、現況値と令和7年度末までの目標値との差を按分し、令和2年度末までの数値を形式的に設定したもの。

リフォームの市場規模 「住生活基本計画（全国計画）」（平成28年3月18日閣議決定）で設定している目標値（12兆円（令和7年））から設定。

マンションの建替え等の件数（昭和50年からの累計）

住宅金融支援機構
（平成19年度）
【再掲】

0003

民間金融機関による長期固定金利の住宅ローンの供給を支援する証券化支援事業を通じて、省エネルギー性等に優れた住宅の供給
促進及び地方公共団体と連携して、子育て環境の整備促進等を行う。
・証券化支援事業について、フラット３５S（省エネ等）の当初５年間（長期優良住宅等特に性能が優れた住宅は当初10年間）0.25%の金利
引下げ、平成29年４月より、フラット３５子育て支援型（子育て支援に積極的な地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、地方公共団
体による財政支援とあわせたフラット３５の金利引下げ）当初５年間0.25％の金利引下げ及びフラット３５の９割超融資の0.255%の金利引
下げ(平成24年度以前申込分)。

1 -

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額） R2年度
当初

予算額
（百万円）

達成手段の概要
関連する
業績指標

番号

(2)
住宅市場環境整備推進経費
（平成18年度）

0005

事業の目的を達成するため、当該年度は３つの調査等を行う。
①住宅市場に係る総合的な調査経費
②老朽マンションの再生手法等に関する調査検討経費
③長期優良住宅制度に関する調査検討経費

9,11,12,
13,14

調査本数

-

(1)

(3)
市街地環境整備推進経費
（平成18年度）

0006
近年の経済社会状況の変化を踏まえつつ、建築等を通じた良好な市街地環境の形成を図るため、建築基準法上の集団規定に関する要
望を実現するため、求められる環境性能（周辺への影響度合い等）に基づく合理的な用途規制や近年の居住環境ニーズに対応した形態
規制のあり方や運用方策等について具体的に検討を進める。

-

建築基準法集団規定に係る規制・制度改革事項の調査件
数
建築基準法集団規定に係る規制・制度改革事項の達成割
合

(4)
住宅・建築物安全安心対策推
進経費
（平成15年度）

0007
各種検討や調査等（建築基準法の施行状況に係る基礎的なデータ収集のための調査、既設の昇降機等の改修状況調査や効果的な改
修についての調査検討等）を実施する。

-

調査本数

①滅失住宅の平均築後年数
②住宅の滅失率



425 425 376 375

(425) (428) (376)

300 450 453 500

（300） (450) (453)

102 90 122 150

(92) (80) (110)

1,461 1,387 - -

(1,351) (1,286) （-）

32 30 29 -

(32) (30) (29)

975 975 849 701

(722) (817) (645)

45 45 - -

（45） (45) （-）

465 344 434 -

(310) (276) (422)

161 218 204 196

(199) (441) (202)

- 120 44 64

- (74) (42)

- 300 339 350

- (267) (334)

(5)
民間事業者等の知見を活用し
た建築基準整備の推進事業
（平成20年度）

0008

国が住宅・建築物に係る技術基準の整備、見直しをする上で必要な調査事項について、国が設定した課題に基づき、基礎的なデータ・技
術的知見の収集・蓄積等の調査及び基礎資料の作成を行う民間事業者等に対して補助する。
・補助率：定額補助（補助限度額は１事業者あたり、6千万円としている。ただし、実大試験等の大がかりな実験を必要とする調査事項に
ついては、外部有識者を含む本事業の評価委員会に諮り、その妥当性が了承されたものに限り、補助限度額を超えて補助金を交付する
こととしている。）

-
当該年度に実施した調査事項数

各課題において設定した調査目標に対して成果の達成度
を評価した平均値

(6)
建築物の安全確保のための体
制の整備事業
（平成22年度）

0009

下記の建築物の安全確保のための体制整備を行う民間事業者等に対する補助。
①耐震化等の促進：建築確認が行われた物件から抽出した建築物の耐震性等の検証の実施、特定行政庁の違反是正指導の技術的支
援　等
②防耐火構造等の品質確保のための体制の整備：大臣認定を取得した防耐火構造等について、試験体の製作・解体調査や、防耐火試
験等による性能等の確認　等
③建築材料等に関するサンプル調査：大臣認定を取得した建築材料等について、生産現場への立入りによる検査・品質管理体制の確
認や、性能確認試験　等
・補助率：定額補助
（H30から「建築材料等に関するサンプル調査」と事業が統合された。）

-

①本事業により耐震性の検証を行った物件数
②本事業による防耐火構造等の性能の確認数
③本事業による建築材料等の性能の確認数

①耐震性の検証を行った物件数に対する法への不適合が
確認された物件数の割合
②防耐火関連の構造方法等のサンプル調査実施件数に
対する必要な性能等を有しないことが確認された件数の割
合
③建築材料等のサンプル調査実施件数に対する必要な性
能等を有していないことが確認された件数の割合

(7)
マンション管理適正化・再生推
進事業
（平成25年度）

0010

マンション管理適正化・再生推進に当たっての課題解決に向けた管理組合の活動を後押しする取組を支援
①マンションの新たな維持管理の適正化・再生促進
②地方公共団体等によるマンションの管理適正化対策
③老朽化マンションの建替え等の専門家による相談体制等の整備

11,14
交付団体数

-

(8)
住宅建築技術高度化・展開推
進事業
（平成26年度）

-
住宅・建築物の環境対策、長寿命化対策、安全対策等の行政上の諸課題に対応するため、民間事業者の知見・ノウハウを活用し、技術
開発を推進するとともに、基準や制度の普及促進、産業の展開の取組(※)を総合的に推進する。（補助率：定額補助、１／２）
※産業の展開の取組については平成29年度まで

32
-

-

(9)
多世代交流型住宅ストック活
用推進事業
（平成27年度）

0012
個人住宅等の所有者、地域内での住替え検討者、移住及び二地域居住の検討者、地域内で事業を実施しようとする利活用検討者を主
たる対象として、総合的なワンストップの相談体制を整備するとともに、住宅の管理・利活用に関するモデル的な取組に対して、国がその
実施に要する費用の一部を補助する。

9

総合相談窓口の設置件数
モデル的取組みに係る事業の実施件数
令和7年度に既存住宅流通の市場規模を8兆円まで引き上
げる。

(10)

住宅ストック維持・向上促進事
業
（平成28年度）
【ＡＰ改革項目関連：社会資本
整備分野】
【ＡＰのＫＰＩ関連】

0013
健全な中古住宅・リフォーム市場の発展を図るため、良質な住宅ストックが市場において適正に評価され、消費者が住生活に関するニー
ズを的確に充足できる市場環境を整備する取組に対し支援を行う。
【ＡＰのＫＰＩと同じ指標を測定指標の一つとして設定している】

9,10,13

-

-

(11)
定期報告制度の運用に関する
調査事業
（平成28年度）

-
定期報告の対象となっている建築物、昇降機等について、定期調査・検査現場への立入りにより調査・検査の実態を把握し、収集した事
例の分析等により、同制度の改善点の整理を行う民間事業者等に対して補助を行う。
・補助率：定額補助

-
立入り調査を実際に行った件数

・講習の結果、修了考査等に合格し、調査員・検査員となっ
た人数

(12)
地域に根ざした木造住宅施工
技術体制整備事業
（平成29年度）

0014
急激な大工技能者の減少・高齢化に対し、地域における木造住宅施工技術体制を維持・整備し、地域の優良な住宅ストックを形成する
ため、民間事業者からなるグループが行う大工技能者育成のための研修活動を支援する。

12,13
採択事業件数

新築住宅における認定長期優良住宅の割合、リフォームの
市場規模

(13)

建築基準法・建築士法等の円
滑な執行体制の確保に関する
事業
（平成29年度）

0015
建築確認・審査手続きの円滑化や各種規制改革要望等に対応した制度見直し事項の円滑かつ確実な施行を図るとともに、設計者・審査
側双方の体制整備・資質向上を推進するため、制度見直し内容の設計者側・審査側への周知徹底、設計者・審査側の技術力向上に向
けた取組を行う者を助成することを目的とする。

-

補助金の交付件数

構造計算適合性判定を要する物件に係る申請を建築主事
が受理した場合に確認済証を交付しなければならない受理
日からの最大日数（７０日）にくらべて短縮された、申請受
付から確認済証交付までに要した実日数（事前相談期間を
含む）の平均

(14)

住宅瑕疵等に係る情報インフ
ラ整備事業
（平成30年度）
【ＡＰのＫＰＩ関連】

0017
民間事業者等が個別に保有する住宅瑕疵等に係る情報について、適切な維持管理やインスペクション等の促進といった既存住宅の品
質向上対策や取引の円滑化に活用するための一元的かつ横断的なデータベースやシステムを整備する取組等に支援を行う。
【ＡＰのＫＰＩと同じ指標を測定指標の一つとして設定している】

9,13
-

-

(15)
空き家対策の担い手強化・連
携モデル事業（平成30年度）

0018

空き家に関する多様な相談にワンストップで対応できる人材の育成、地方における法務、不動産、金融などの専門家等と連携した相談
体制を構築する取組を支援する。また、空き家の発生抑制、除却、利活用等における高度なノウハウを要する事例について、具体の
ケーススタディとして蓄積する取組、全国の多様な取組事例について情報共有を行う取組等、共通課題の解決に向けた取組を支援す
る。これら取組の成果は公表し、全国の市区町村等への展開を図る。

7,8

人材育成と相談体制の整備を行う団体数
空き家の発生抑制など共通課題の解決に向けた取組を行
う団体数

7年度までに全市区町村の概ね８割が空家等対策計画を
策定する。



- 95 117 144

- (94) (117)

- 86 8,012 101

- (86) (8,012)

- - 717 713

- - (704)

- - 781 611

- - (718)

- - 36 36

- - (35)

450 739 810 -

(397) (650) (728)

- - - 200

- - - -

- - - 500

- - -

- - - 1,700 長寿命化等に関する事業の採択件数

- - - -

29,514 29,922 39,684 35,317

(26,754) (29,196) (39,366)

令和2年度までに住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃
貸住宅の登録戸数を17.5万戸とする。

(21)
重層的住宅セーフティネット構
築支援事業
（平成27年度）

0011

民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの構築を推進するため、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法
律の一部を改正する法律」（改正住宅セーフティネット法）が平成29年4月に公布、同年10月に施行されたことを踏まえ、居住支援協議会
等による住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への入居の円滑化に関する取組みや、改正住宅セーフティネット法に基づく新たな制度
の周知・普及等に関する取組み等に要する費用に対し、定額補助を行う。

2,4

居住支援協議会の活動支援を実施した居住支援協議会数
公営住宅におけるPPP/PFI推進円滑化に係る支援を実施

(16)
住宅建築技術国際展開支援
事業
（平成30年度）

0019

民間事業者等が新興国等からの要請に基づき実施する以下の事業に対して支援を行う。
・新興国等への事業展開に関するフィージビリティスタディ（事業化調査）、新興国政府職員等を対象とする技術見学会・制度研修会・セミ
ナー・ワークショップ・技術提案等の企画・開催（補助率：定額）
・新興国等における住宅建築制度構築に資する技術の提供、一般に対する技術情報の提供（補助率：１／２）

-

新興国等への事業展開に関する事業化調査、セミナー・技
術提案等の企画・開催、技術・技術情報の提供の実施回
数及び実施対象国数

対象とした新興国等から事業実施後の事業者に対し、我が
国の住宅建築技術・制度等に関し、導入に向けた具体的な
相談があった件数

(17)
住宅需要変動平準化対策事
業
（平成30年度）

0020
2019年10月の消費税率引上げに際し、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担軽減に資する住宅の新
築やリフォームに対しポイントを付与する等の事業を行う者に対し、国がその費用を補助することにより、良質な住宅ストックの形成に資
する住宅投資の喚起を通じて、税率引上げ前後の需要変動の平準化を図る。（補助率：定額）

13,32
-

-

(18)
住宅・建築生産性向上促進事
業
（令和元年度）

0021

①住宅生産技術イノベーション促進事業
　住宅・建築分野における生産性向上に向けて、住宅・建築物の設計・施工・維持管理等に係る生産性向上に資する (1)新技術・サービ
スの開発・実証、(2)仕様・工法の標準化等の取組に対して支援を行う。（補助率：1/2）
②良質なストック形成、既存住宅流通・リフォーム市場の環境整備等に関する事業
　基準や制度の普及促進に係る情報提供等の取り組みに対して支援を行う。（補助率：定額）

9,13

-

-

(19)
省エネ住宅・建築物の整備に
向けた体制整備事業
（令和元年度）

0022

①住宅生産事業者、所管行政庁等に対する制度の周知のための講習会等の実施に対する支援
②中小工務店等の住宅生産事業者に対する設備・建材に係る設計方法、省エネに係る計算方法、施工方法等に関する講習会等の実施
に対する支援
③住宅取得者等に対する制度の周知に対する支援
④設計方法や制度の手続きに関して相談等を受け付ける体制の整備に対する支援　等
（補助率：定額）

32

-

-

(20)
建築情報システム高度化促進
事業
(令和元年度)

0023
建築関係手続の一層の簡素化に向け、更なるオンライン化を推進するため、電子申請を行うことが可能なシステム整備に対する支援を
行う。

-
補助金の交付件数

建築確認申請の電子化に対応している国土交通大臣指
定・地方整備局長指定の確認検査機関の割合（46％）

(22)
BIMを活用した建築生産・維持
管理プロセス円滑化モデル事
業(令和2年度)

新02-0002
官民が一体となって建築分野でのBIMの推進を図る目的で設置した「建築BIM推進会議」（令和元年６月設置）における、BIMの標準ワー
クフローとその活用方策に関する議論の成果をとりまとめたガイドライン第１版（令和２年３月末策定）を、建築プロジェクトに試行的に活
用し、定量的なメリットや具体的な課題、改善方策等の報告を行う事業に対し、その検証費用の支援を行う。

-

支援件数（本事業で支援する建築プロジェクト数）

老朽化マンションの長寿命化等の課題解決を図る取組で、先導性が高く創意工夫を含む以下の事業を実施する団体等を支援
する。
①計画支援型
②工事支援型
・補助率・補助限度額
①計画支援型 １事業当たり500万円まで
②工事支援型 補助対象費用の１／３

(23)
木造住宅・都市木造建築物に
おける生産体制整備事業
（令和2年度）

新02-0003

(1)大工技能者等に関係する民間団体が全国統一的に実施する大工技能者等の確保・育成の取組及び地域における複数の大工技能者
関係機関が連携して実施する大工技能者等の確保・育成の取組に対して支援する。
(2)散在する都市木造建築物の設計に資する技術情報を集約・整理し、設計者へ一元的に提供する情報インフラを整備する取組、都市
木造建築物の設計に関する講習・技術サポート体制の整備に対して支援する。

12,13
採択事業件数

14

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施策方針演説等のうち主なもの）

備考

新築住宅における認定長期優良住宅の割合、リフォームの
市場規模

(24)
マンションストック長寿命化等
モデル事業
（令和2年度）

新02-0004


